
 

５ 木 監 第 ２ 号 

平成２５年１月２９日 

 

木津川市長 河 井 規 子  様 

 

木津川市監査委員 藤 原 義 明 

木津川市監査委員 髙 味 孝 之 

 

定期監査結果報告 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により同条第１項及び第２項に規定する

事務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

  １．監査執行年月日  平成２４年１２月２７日（木） 

 

  ２．監査対象部局   市長公室 

             ・人事秘書課 

             ・学研企画課 

 

  ３．監 査 結 果 

    歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の

執行について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況

についての監査を実施した結果、監査を行った範囲内において適正に処

理されていた。 

 

     【人事秘書課】 

職員給与について、４号級以下と５号級以上において昇給格差が生じ

ている。このことは職員間の不公平感の醸成につながりかねず、また職

員の能力主義、成果主義とも矛盾しているものと憂慮する。 

 

４．講 評 

    監査の結果について、終了後に口頭による講評を行った。 

 


